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法相の諮問機関である法制審議会はこのほど、民法（相

続関係）部会で審議していた民法改正の要綱案のたたき

台を示した中で、遺産分割に関する規定を見直すことを

明らかにした。それは、婚姻期間が20年以上である夫婦

のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は

遺産分割の対象にしないというものだ。

法務省は、年内にも要綱案を取りまとめ、民法改正案を

来年の通常国会に提出する予定だが、税制の対応も注目

される。

要綱案のたたき台には、遺産分割に関する見直し等の中

で、配偶者保護のための方策（持戻し免除の意思表示の

推定規定）として、「婚姻期間が20年以上ある夫婦の一方が他の一方に対し、その居住の用に供する建物又は敷地（居住用不動産）

の全部又は一部を遺贈又は贈与したときは、民法903条第３項の持戻しの免除の意思表示があったものとして推定するものとする」

との案が盛り込まれている。

特別受益の持戻しとは、共同相続人中に、被相続人から遺贈や贈与による特別受益を得た者がいる場合、この特別受益財産を相

続財産の価額に加えることをいう。また、被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないこと

になる。これを特別受益の持戻しの免除という。

つまり、持戻しの免除の意思表示があれば、配偶者に贈与した住居は遺産分割から除かれて、相続の対象とはならないことになる。

法制審、民法改正の試案を公表
配偶者への贈与住居は遺産分割の対象外に

税理士の

相続専門部　林　宏樹

現行の贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産あるいは居住用不動産を購入す

るための資金を贈与した場合、最高2,000万円まで贈与税を非課税とする制度です。

暦年贈与の基礎控除110万円と併せて利用でき、2,110万円まで贈与税はかかりません。

ただし、この制度の適用を受けるには、贈与を受けた翌年３月15日までに贈与税の申告をしなければなりません。

また不動産を贈与により取得すると贈与税以外に、不動産取得税、登録免許税が課税されます。

不動産取得税は、相続により取得した場合は非課税となり、登録免許税は相続の方が少なくなります。節税対

策として贈与を行う際は、贈与することで減少する相続税と贈与に係る諸経費を考慮して検討することをお勧

めします。
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インターネット等で簡単に知りたい情報が手に入るこの時代、今まで有給休暇を与えていなかったパートタ

イマーから有給休暇の請求があったり、給与計算方法について細かい指摘があったりと、自分の権利を調べ

上げて要求してくる労働者が増加しています。

もちろん労働基準法で定められた事項については遵守しなければいけないのですが、法律自体を知らなけれ

ばこういった要求に対応できません。

ただ法律の条文を読んでいてもなかなか理解するのは難しいので、社会保険労務士のような専門家に相談す

るのもひとつだと思います。

労働者と経営者、どちらも納得し気持ちよく働けるような職場づくりを心掛けていきましょう！

社労事業部　西山早苗

■相談内容

Ａ社では現在20 人ほどのパートタイマーを雇用しています。先日、１人のパートから「子供の学校行事があるので有給休暇を

取得させてほしい」との申し出がありました。

Ａ社の場合、パートのシフトは１週間前の話し合いで決定しており、出勤できない日の調整などもしているので、今まで有給

休暇は与えていませんでした。有給休暇は与えなければならないのでしょうか。

■具体的アドバイス

パートやアルバイトでも、条件を満たせば年次有給休暇を取得できます。今回のケースは、有給休暇の取得を申し出たパートが

６ケ月以上継続勤務しており、全労働日の８割以上出勤していれば、使用者は有給休暇を与えなければなりません。この条件は

あくまで労働日数に関するものなので、１日の労働時間は関係ありません。１日３時間労働でも６時間労働でも取得条件には全

く無関係で、全て出勤日とみなされます。

有給休暇の日数については、週の所定労働時間が30時間以上か、もしくは所定労働日数が５日以上の場合は、正社員と同じく下表①

の付与日数が与えられます。

しかし、週の所定労働時間が30時間未満でかつ、所定労働日数が週４日以下（１年間の所定労働日数が216 日以下）の場合は、下表②

のように労働日数に応じて有給休暇を付与する方式（比例付与方式）となります。

■有給休暇の付与日数

①週所定労働時間30時間以上または週所定労働日数５日以上

有給休暇取得を申請してきたパートタイマー

②週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数４日以下（１年間所定労働日数216日以下）

継続勤務期間

付 与 日 数

６ケ月 １年６ケ月 ２年６ケ月 ３年６ケ月 ４年６ケ月 ５年６ケ月 ６年６ケ月以上

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

週所定労働日数
（１年間の所定労働日数）

４日（169 ～ 216日）

６ケ月 １年６ケ月 ２年６ケ月 ３年６ケ月 ４年６ケ月 ５年６ケ月 ６年６ケ月以上

７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日

３日（121 ～ 168日） ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10日 11日

２日（  73 ～ 120日） ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日（  48 ～  72日） １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日
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